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高
齢
者
や
慢
性
疾
患
患
者
へ
の
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
費
用
の
助
成
を

行
い
ま
す
。
流
行
す
る
前
に
予
防
に
努

め
て
く
だ
さ
い
。

※
他
の
予
防
接
種
を
受
け
る
予
定
が
あ

る
人
は
、
接
種
間
隔
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

対
象　
①
②
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
65
歳
以
上
の
人

②
60
～
64
歳
の
人
で
、
心
臓
・
じ
ん
臓
・

呼
吸
器
・
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
免
疫
低
下
の
重
度
障
が
い
（
身
体

障
害
者
手
帳
１
級
程
度
）
を
有
す
る
人

接
種
期
間　
10
月
15
日
金
～
12
月
31
日
金

高
齢
者
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
費
用
補
助

自
己
負
担
額　
千
円
（
接
種
期
間
中
に

１
回
の
み
）

※
生
活
保
護
、
中
国
残
留
邦
人
な
ど
支

援
給
付
受
給
中
の
人
は
、
受
給
証
明
書

を
提
出
す
れ
ば
無
料
で
す
。

接
種
方
法

○
事
前
に
県
内
の
予
防
接
種
実
施
医
療

機
関
に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

○
本
人
と
確
認
で
き
る
も
の
（
健
康
保

険
証
な
ど
）
を
予
約
し
た
医
療
機
関
に

提
示
し
、
予
防
接
種
券
を
受
け
取
り
、

必
要
事
項
を
書
い
た
後
に
予
防
接
種
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
☎（
９
６
２
）６
８
８
８

　
か
ら
だ
を
動
か
す
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま

な
病
気
の
リ
ス
ク
が
低
減
し
ま
す
。
ウ

オ
ー
キ
ン
グ
は
有
酸
素
運
動
の
一
種
で

す
。
人
間
の
基
本
動
作
で
あ
る
“
歩

く
”
こ
と
を
習
慣
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
加
齢
に
よ
る
機
能
低
下
→
体
力
低

下
→
動
作
の
緩
慢
→
転
倒
や
骨
折
→
寝

た
き
り
と
い
う
悪
循
環
の
予
防
に
な
り

ま
す
。
健
康
寿
命
を
長
く
す
る
た
め
に

普
段
の
生
活
に
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
を
取
り

入
れ
て
み
ま
せ
ん
か
？

①
歩
く
姿
勢

歩
い
て
み
よ
う
！
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

～
体
を
動
か
そ
う
②
～

②
運
動
量

　
今
ま
で
運
動
習
慣
が
な
か
っ
た
人
が

急
に
運
動
量
を
増
や
す
と
ケ
ガ
の
可
能

性
が
高
く
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
１
日
15

分
、
朝
夕
か
ら
始
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

③
W
i
t
h
コ
ロ
ナ
時
代
の
運
動
・

ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
ポ
イ
ン
ト

　
安
全
な
環
境
を
確
保
し
て
適
度
に
運

動
・
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
よ
う
に
心
掛
け

て
く
だ
さ
い
。

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
・
ジ
ョ
ギ
ン
グ

○
１
人
ま
た
は
少
人
数
で
実
施

○
す
い
た
時
間
・
場
所
を
選
ぶ

○
他
の
人
と
の
距
離
を
確
保

○
す
れ
違
う
時
は
距
離
を
と
る

筋
ト
レ
・
ヨ
ガ

○
自
宅
で
動
画
を
活
用

○
こ
ま
め
に
換
気

問
保
健
セ
ン
タ
ー
☎（
９
６
２
）６
８
８
８

▶

ス
ポ
ー
ツ
庁
「
安
全
に
運
動
・
ス
ポ
ー
ツ
を

す
る
ポ
イ
ン
ト
は
？
」
を
確
認

　
地
震
や
武
力
行
使
な
ど
の
発
生
時
に

備
え
、
情
報
伝
達
試
験
を
行
い
ま
す
。

こ
の
試
験
は
、
緊
急
情
報
を
国
か
ら
人

工
衛
星
を
通
じ
て
瞬
時
に
伝
え
る
、
全

国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）

を
用
い
た
訓
練
で
す
。

　
訓
練
当
日
、
防
災
行
政
無
線
の
放
送

が
流
れ
ま
す
が
、
実
際
の
災
害
と
間
違

わ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　
10
月
６
日
水
11
時
ご
ろ

伝
達
手
段　
防
災
行
政
無
線

放
送
内
容

上
り
チ
ャ
イ
ム
音

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で

す
。」
×
３
回

「
こ
ち
ら
は
、
ぼ
う
さ
い
砥
部
町
役
場
で

す
。」

下
り
チ
ャ
イ
ム
音

問
総
務
課
危
機
管
理
室
☎（
９
６
２
）
６
１
１
０

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験
実
施

目線は真っすぐ前に
呼吸は無理せず、
自分のリズムで

ひじはやや曲げて
腕をおおきく振る

膝を伸ばしてかかと
から着地

指先が余裕を持って
動かせ、かかとが
しっかりした靴で

お
知
ら
せ
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令
和
２
年
度　
町
の
財
政
健
全
化
指
標

※標準財政規模とは、標準税収入額と普通交付税交付額および臨時
財政対策債発行可能額の合計をいい、地方公共団体の標準的な状態
で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すものです。
※比率の「―」は、該当がないことを表します。

　
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
自
治
体
の
財

政
状
況
の
統
一
的
な
指
標
で
あ
る
健
全

化
判
断
比
率
と
、
公
営
企
業
の
経
営
の

健
全
化
を
判
断
す
る
資
金
不
足
比
率
を

公
表
し
ま
す
。

指
標
の
対
象　
町
の
す
べ
て
の
会
計
、

町
が
関
係
す
る
一
部
事
務
組
合
・
広
域

連
合
や
地
方
公
社
・
第
三
セ
ク
タ
ー

国
の
定
め
る
基
準
を
超
え
る
と

　
健
全
化
判
断
比
率
が
国
の
定
め
る
健

全
化
基
準
を
超
え
た
場
合
は
「
財
政
健

全
化
計
画
」
や
「
財
政
再
生
計
画
」
を
、

資
金
不
足
比
率
が
国
の
定
め
る
経
営
健

全
化
基
準
を
超
え
た
場
合
は
「
経
営
健

全
化
計
画
」
を
定
め
健
全
化
に
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
算
定
し
た
比
率
が
低
い
ほ
ど
自
治
体

の
財
政
状
況
は
健
全
で
あ
る
と
言
え
ま

す
。

問
総
務
課
財
政
係
☎
（
９
６
２
）
６
１
１
０

公営企業会計 町の
比率

国が定める経
営健全化基準 備考

公共下水道事業会計 ー

20％

３億 1,118 万
６千円の剰余金

農業集落排水特別会計 ー ６万８千円の
剰余金

水道事業会計 ー ３億4,396 万
８千円の剰余金

※比率の「―」は、該当がないことを表します。

資金不足比率（資金不足額が事業規模に占める割合）

項目 説明 町の
比率

国が定める健全化基準 備考早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字
比率

一般会計等（普通会計）
の実質赤字が標準財政
規模に占める割合

ー 14.71％ 20％ 10億 7,570万
２千円の黒字

連結実質
赤字比率

全会計の実質赤字が標準
財政規模に占める割合 ー 19.71％ 30％ 21億 3,216万

４千円の黒字

実質公債
費比率

一般会計等の負担する
公債費が標準財政規模に
占める割合

2.0％ 25％ 35％ 前年度 2.0％
（増減なし）

将来負担
比率

一般会計等の将来負担
すべき債務が標準財政
規模に占める割合

48.6％ 350％
前年度44.4％

（4.2 ポイント
増）

健全化判断比率

年
金
情
報
（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
）

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的

年
金
な
ど
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基

準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支

援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て

支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

対
象

○
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
で
、

次
の
①
か
ら
③
す
べ
て
を
満
た
す
場
合

　
①
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
②
世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非

　
　
課
税
で
あ
る
こ
と
。

　
③
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
の

　
　
所
得
額
の
合
計
が
約
88
万
円
以
下

　
　
で
あ
る
こ
と
。

○
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
人
で
、
前
年
の
所
得
額

が
約
４
７
２
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

請
求
手
続
き

○
新
た
に
支
給
対
象
に
な
り
う
る
人
に

は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
支
給
手
続
き

書
類
等
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
同
封
の
は

が
き
（
請
求
書
）
に
記
入
し
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

○
年
金
を
受
給
し
は
じ
め
る
人
は
、
年

金
請
求
の
手
続
き
と
併
せ
て
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

○
支
給
要
件
を
満
た
す
場
合
、
２
年
目
以

降
の
手
続
き
は
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。

問
保
険
健
康
課
保
険
年
金
係

☎
（
９
６
２
）
７
０
５
７

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
（
０
５
）
４
０
９
２

　
町
で
は
、
旧
砥
部
町
と
旧
広
田
村
が

合
併
し
て
か
ら
初
め
て
の
町
誌
の
編
さ

ん
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
町
誌
の
編
さ
ん
や
歴
史
・
文
化
の
継

承
に
役
立
て
る
た
め
、
皆
さ
ま
の
お
手

元
に
あ
る
過
去
の
資
料
の
情
報
提
供
を

お
願
い
し
ま
す
。

情
報
提
供
い
た
だ
き
た
い
資
料

過
去
の
写
真
（
町
並
み
、
窯
元
の
風
景
、

商
店
街
、
お
祭
り
や
芸
能
、
宅
地
開
発

前
の
風
景
、
農
林
業
や
災
害
に
関
す
る

も
の
、
自
然
な
ど
）、
古
文
書
な
ど
の
歴

史
資
料

※
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
こ
ち
ら
か
ら

出
向
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

問
社
会
教
育
課
文
化
ス
ポ
ー
ツ
係

☎
（
９
６
２
）
５
９
５
２

砥
部
町
に
関
す
る
過
去
の
資
料
の
情
報
を
お
寄
せ

く
だ
さ
い


